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【新】 【旧】 備 考 

第１編  設計業務委託標準仕様書 

  

第１章  共通事項  

第１節  総  則  

1-1-35 受注者の賠償責任 

１ 受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 

（１）約款第 27 条に規定する一般的損害、約款第 28 条に規定する第三者に及ぼした損害に

ついて、受注者の責に帰すべき損害とされた場合 

（２）約款第 36 条に規定する契約不適合責任に係る損害とされた場合 

（３）受注者の責により損害が生じた場合 

 

 

第２編  調査業務委託標準仕様書 

 

第 1章 共通事項 

第１節  総  則 

1-1-32 受注者の賠償責任 

１ 受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 

（１）約款第 27 条に規定する一般的損害、約款第 28 条に規定する第三者に及ぼした損害に

ついて、受注者の責に帰すべき損害とされた場合 

（２）約款第 36 条に規定する契約不適合責任に係る損害とされた場合 

（３）受注者の責により損害が生じた場合 

 

 

第 3 編 設備点検業務委託等標準仕様書 

 

第 1章 共通事項 

第１節 総則 

1-1-28 受注者の賠償責任 

１ 受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 

（１）約款第 27 条に規定する一般的損害、約款第 28 条に規定する第三者に及ぼした損害に

ついて、受注者の責に帰すべき損害とされた場合 

（２）約款第 36 条に規定する契約不適合責任に係る損害とされた場合 

（３）受注者の責により損害が生じた場合 

第１編  設計業務委託標準仕様書 

  

第１章  共通事項  

第１節  総  則  

1-1-35 受注者の賠償責任 

１ 受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 

（１）約款第 27 条に規定する一般的損害、約款第 28 条に規定する第三者に及ぼした損害につ

いて、受注者の責に帰すべき損害とされた場合 

（２）約款第 36 条に規定する瑕疵担保に係る損害とされた場合 

（３）受注者の責により損害が生じた場合 

 

 

第２編  調査業務委託標準仕様書 

 

第 1 章 共通事項 

第１節  総  則 

1-1-32 受注者の賠償責任 

１ 受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 

（１）約款第 27 条に規定する一般的損害、約款第 28 条に規定する第三者に及ぼした損害につ

いて、受注者の責に帰すべき損害とされた場合 

（２）約款第 36 条に規定する瑕疵担保に係る損害とされた場合 

（３）受注者の責により損害が生じた場合、 

 

 

第 3編 設備点検業務委託等標準仕様書 

 

第 1 章 共通事項 

第１節 総則 

1-1-28 受注者の賠償責任 

１ 受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。 

（１）約款第 27 条に規定する一般的損害、約款第 28 条に規定する第三者に及ぼした損害につ

いて、受注者の責に帰すべき損害とされた場合 

（２）約款第 36 条に規定するかし担保に係る損害とされた場合 

（３）受注者の責により損害が生じた場合、 

 

 

 

 

 

 

 

民法改正による語句

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民法改正による語句
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